
 
 

 

一 

 
 

 

教
育
公
務
員
特
例
法
及
び
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

教
育
公
務
員
特
例
法
及
び
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

 

第
一
条
を
削
り
、
第
二
条
の
見
出
し
及
び
条
名
を
削
る
。 

 

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
（
各
号
を
含
む
。
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

た
だ
し
、
附
則
第
十
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附
則
第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
検
討
） 

第
二
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
状
況
を
勘
案
し
、
教
育
職
員
免
許
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
職
員
の
資
質
の

保
持
と
向
上
の
た
め
の
施
策
に
つ
い
て
、
そ
の
効
果
的
な
実
施
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

附
則
第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
経
過
措
置
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
条
の
規
定
」
を
「
こ
の
法
律
」
に
、
「
附
則
第
十



 

 
 

 

二 

二
条
」
を
「
附
則
第
十
一
条
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
六
条
を
削
り
、
附
則
第
七
条
を
附
則
第
六
条
と
し
、
附
則
第
八
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 


